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吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例（案）

目次
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第４章 雑則（第２３条―第２９条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、自然環境、景観等と調和のとれた太陽光発電事業について必要な事

項を定めることにより、美しい自然環境及び魅力ある景観の維持を図り、もって吉岡町

民（以下「町民」という。）の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第２条 吉岡町（以下「町」という。）の美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環

境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、町民共通

のかけがえのない財産として、現在及び将来の町民がその恵沢を享受することができる

よう、その保全及び活用が図られなければならない。

（定義）

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する再生可能エネルギー発

電設備（送電に係る電柱等を除く。）であって、同条第３項第１号の太陽光を再生可能

エネルギー源とするものをいう。

(2) 事業者 太陽光発電設備を設置し、当該太陽光発電設備を利用して発電を行う事業

（木竹の伐採、盛土、切土、埋土等の造成工事を含む。以下これらを「事業」という。）

を計画し、これを実施する者をいう。

(3) 事業区域 事業を行う土地（太陽光発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝

帯等に係る土地を含む。）であって、柵等の工作物の設置その他の方法により当該土地

以外の土地と区別された区域をいう。

(4) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(5) 工事施行者 事業に関する工事を請け負った者及び請負契約によらないで自らそ

の工事を行う者をいう。

(6) 近隣住民 事業区域の境界から５０メートル以内の区域に居住する者及び土地又

は建物を所有する者をいう。

(7) 該当自治会 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定する地

縁による団体その他これに類する団体で、事業区域の境界から５０メートル以内の区

域を含む自治会をいう。

（町の責務）

第４条 町は、第２条の基本理念にのっとり、自然環境、景観等と太陽光発電設備の設置
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との調和が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

（町民の責務）

第５条 町民は、第２条の基本理念にのっとり、町の施策及びこの条例に定める手続の実

施に協力するよう努めなければならない。

（土地所有者等の責務）

第６条 土地所有者等は、事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しく

は生活環境への被害等が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければな

らない。

（事業者の責務）

第７条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又

は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分に配慮し、並びに近

隣住民及び該当自治会との良好な関係を保たなければならない。

第２章 保全地区

（保全地区の指定）

第８条 吉岡町長（以下「町長」という。）は、自然環境、景観等と太陽光発電設備の設置

との調和が必要な区域を保全地区として指定するものとする。

（保全地区）

第９条 前条に規定する保全地区は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項の規定により定めた

同項第１号の地区計画のうち、良好な商業集積地形成を目指す区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第７条第１項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第９条

第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(3) 前２号に掲げるもののほか、次に掲げる地区のいずれかに該当するものとして町長

が指定する区域

ア 河川、森林等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的

社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認

められる区域

イ 土砂崩れ、溢水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、

木竹の伐採、盛土、切土等の造成行為を制限する必要があると認められる区域

２ 町長は、前項第３号に規定する地区の指定を行うときは、吉岡町土地開発事業審議会

（吉岡町土地開発事業審議会設置条例（平成１７年吉岡町条例第３４号）第１条の規定

に基づき設置する吉岡町土地開発事業審議会をいう。）の意見を聴かなければならない。

３ 町長は、前条に規定する保全地区の指定を行ったときは、その旨を告示するものとす

る。この場合において、当該指定は、当該告示によってその効力を生ずるものとする。

（保全地区の変更及び解除）

第１０条 町長は、必要があると認めるときは、速やかに保全地区の指定を変更し、又は

解除するものとする。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項に規定する保全地区の指定の変更又は解除につ

いて準用する。この場合において、同条第２項及び第３項中「指定」とあるのは「指定
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の変更又は解除」と読み替えるものとする。

第３章 保全地区内等における事業の許可

（届出）

第１１条 事業者は、第１３条第１項の規定による許可（以下「事業計画の許可」という。）

又は第１５条第１項の規定による変更の許可（以下「事業計画の変更許可」という。）を

申請しようとするときは、事業に関する計画（以下「事業計画」という。）を、あらかじ

め町長に届け出なければならない。

（事前協議等）

第１２条 事業者は、前条の規定により届け出た事業計画について、町長と協議しなけれ

ばならない。

２ 事業者は、前項の規定による町長との協議が終了したときは、近隣住民及び該当自治

会の区域に居住する者（以下これらを「近隣住民等」という。）に対し事業計画の周知を

図るため、当該事業計画に係る土地に標識を設置するとともに、当該標識を設置した日

から起算して１４日以内に近隣住民等に対して当該事業計画についての説明会を開催し

なければならない。

３ 近隣住民等は、前項の説明会を開催した事業者に対し、事業計画について意見を申し

出ることができる。

４ 前項の規定による意見の申出を受けた事業者は、当該申出をした近隣住民等と協議し

なければならない。

５ 事業者は、第２項の規定により標識を設置し、又は近隣住民等への説明会を開催した

とき、第３項の規定による意見の申出があったとき及び前項の規定により協議を行った

ときは、町長に報告しなければならない。

（事業計画の許可）

第１３条 事業者は、保全地区内において事業を行おうとするとき又は事業区域の面積が

５００平方メートルを超える事業を行おうとするときは、事業区域ごとに事業計画を定

め、当該事業計画に係る事業区域を示す図面その他規則で定める書類を添えて町長に申

請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事業については、この限

りでない。

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物の屋根又

は屋上に太陽光発電設備を設置する事業

(2) 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第４条第１項第１号の規定に基づく環境施

設として太陽光発電施設を設置する事業

２ 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者

の氏名。以下同じ。）

(2) 事業区域の所在及び面積

(3) 工事施行者の氏名及び住所

(4) 設置工事の完了時における土地の形状

(5) 太陽光発電設備を設置する位置

(6) 設置工事の期間及び工程
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(7) 自然環境の保全のための方策

(8) 排水施設その他土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画

(9) 太陽光の反射等による生活環境に対する被害を防止するための措置

(10) 前２号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止するための措置

(11) 事業の実施に関し必要となる法令その他条例等の許認可の取得に関する計画

(12) 工事の完了後における太陽光発電設備の維持管理の計画

(13) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

（許可の基準）

第１４条 町長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、次

の各号のいずれにも該当すると認めたときは、事業計画の許可をするものとする。

(1) 事業区域の周辺地域（以下この項において「周辺地域」という。）における自然環

境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。

(2) 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合して

いること。

(3) 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして規則で定

める基準に適合していること。

(4) 設置工事の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成

計画が宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）、都市計画法その他関係法令（次

号及び第６号において「関係法令」という。）及び規則で定める基準に適合しているこ

と。

(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。

(6) 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び

規則で定める基準に適合していること。

(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれが

ないこととして規則で定める基準に適合していること。

(8) 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の

近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基

準に適合していること。

(9) 設置する太陽光発電設備が電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）、電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他関係法令の基準に適

合していること。

(10) 町の総合計画その他将来計画に適合したものであること。

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、事業計画の許可の申請をした者又は当該申請に係

る工事施行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業計画の許可をしない。

(1) 第２３条の規定により事業計画の許可の取消しを受けた場合であって、当該取消し

を受けた日から起算して５年を経過しないとき。

(2) 吉岡町暴力団排除条例（平成２４年吉岡町条例第１５号）第２条第２号に規定する

暴力団員がその事業活動を支配するとき。

３ 町長は、事業計画の許可をする場合においては、あらかじめ吉岡町土地開発事業審議

会の意見を聴かなければならない。
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４ 町長は、事業計画の許可をしたときは、自然環境若しくは景観の維持又は災害若しく

は生活環境への被害等の発生の防止のために必要な条件を付することができる。

（変更の許可）

第１５条 事業計画の許可を受けた事業者（以下「許可事業者」という。）は、当該許可を

受けた事業計画のうち第１３条第２項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町

長の許可を受けなければならない。

２ 前条の規定は、事業計画の変更許可について準用する。この場合において、同条中「事

業計画の許可」とあるのは「事業計画の変更許可」と読み替えるものとする。

（標識の掲示）

第１６条 許可事業者は、事業計画の許可を受けた事業（事業計画の変更許可を受けた事

業を含む。以下これらを「許可事業」という。）に係る太陽光発電設備による発電を行っ

ている間は、当該許可事業を行う事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標

識を掲示しなければならない。

（太陽光発電設備の搬入車両への表示）

第１７条 許可事業者は、許可事業を行う事業区域に太陽光発電設備を搬入しようとする

とき（当該搬入を他の者に請け負わせて行おうとするときを含む。）は、当該太陽光発電

設備の搬入の用に供する車両である旨その他規則で定める事項を当該車両の見やすい箇

所に表示しなければならない。

（着手の届出）

第１８条 許可事業者は、許可事業に着手するときは、あらかじめ町長に届け出なければ

ならない。

（完了の届出）

第１９条 許可事業者は、許可事業に係る工事を完了したときは、完了した日から起算し

て１０日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに事業計画の許可の内容に適

合していることを検査し、その結果を許可事業者に通知するものとする。

３ 町長は、前項の規定による検査の結果、事業計画の許可の内容に適合しないと認める

ときは、許可事業者に対し、相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除却、事業区域の

原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

（廃止の届出）

第２０条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の

３０日前までにその旨を町長に届け出なければならない。

２ 事業者は、事業計画に定めた太陽光発電施設及び事業区域の廃止後において行う措置

を適切に行うとともに、当該太陽光発電施設の廃止が完了したときは、その完了の日か

ら起算して３０日以内に町長に届け出なければならない。

３ 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、太陽光発電施設の解体、撤去、

廃棄その他規則で定める措置を講じなければならない。

（維持管理）

第２１条 事業者は、許可事業を実施する間は、災害又は生活環境等の保全上に支障が生

じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持
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管理しなければならない。

（関係書類の保存及び閲覧）

第２２条 許可事業者は、許可事業を行っている間は、この章の規定により町長に提出し

た書類の写しを保存し、近隣住民その他事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する

者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

第４章 雑則

（事業計画の許可の取消し）

第２３条 町長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画の許可

を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、事業計画の許可又は事業計画の変更許可を受けたとき。

(2) 事業計画の許可を受けた日（事業計画の変更許可を受けた場合にあっては、当該事

業計画の変更許可を受けた日）から起算して１年を経過する日までに許可事業に着手

しなかったとき。

(3) 許可事業に着手した日後１年を超える期間引き続き当該許可事業を行っていない

とき。

(4) 第１４条第１項に規定する要件を満たさない事業を行ったとき。

(5) 第１４条第４項（第１５条第２項において準用する場合を含む。）の規定による条

件に違反したとき。

(6) 事業計画の変更許可を受けないで事業計画の変更を行ったとき。

(7) 次条第１項の規定による命令に違反したとき。

（措置命令）

第２４条 町長は、許可事業者が事業計画に従って許可事業を行っていないと認めるとき

は、当該許可事業者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて

太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をと

ることを命ずることができる。

２ 町長は、第１３条第１項に規定する許可を受けずに事業を行った事業者又は前条第６

号の規定に該当することにより事業計画の許可の取消しを受けた事業者に対し、事業の

中止を命じ、又は相当の期限を定めて太陽光発電設備の除却、事業区域の原状回復その

他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

（違反事実の公表）

第２５条 町長は、第１９条第３項若しくは前条に規定する命令（以下この項において「命

令」という。）をしたとき又は第２３条の規定により事業計画の許可を取り消したときは、

次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令又は事業計画の許可の取消しを受けた事業者の氏名及び住所

(2) 命令又は事業計画の許可の取消しの内容

２ 町長は、事業者がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽記載等の不正

行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該事業者の氏名及び住所

(2) 当該事業者が行った不正行為の内容

３ 町長は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ事業者に対してその理由を
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通知し意見を述べる機会を与えなければならない。

（報告の徴収）

第２６条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、保全地区内の事業又は事業区

域の面積が５００平方メートルを超える事業に係る事業者、工事施行者、土地所有者等

その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

（立入検査等）

第２７条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町の職員に保全地区内の事業

又は事業区域の面積が５００平方メートルを超える事業に係る事業者、工事施行者の事

務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、事業の状況若しくは施設、帳簿、書類そ

の他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係

者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査等の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。

（手数料）

第２８条 事業計画の許可又は事業計画の変更許可を受けようとする者は、次の各号に掲

げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 事業計画の許可の申請 １件につき３万円

(2) 事業計画の変更許可の申請 １件につき２万円

２ 前項の規定により納付した手数料は、返還しない。

（委任）

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第１章及び第２章並びに第２９条の規定 令和４年１０月１日

(2) 第３章及び第４章（第２９条を除く。）並びに次条の規定 令和５年４月１日

（経過措置）

第２条 前条第２号の規定による施行の際、現に次に掲げる事由に該当する者については、

この条例を適用しない。

(1) 太陽光発電設備の設置に係る工事を開始している者

(2) 太陽光発電設備の設置に係る工事を開始していない者であって、次のいずれかに該

当するもの

ア 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２に規定する許可を受け、又は

受ける見込みがある者

イ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項本文又は第５条第１項本文に

規定する許可を受けている者


